
森下 正 先生による

明治大学政治経済学 教授

森下　正 氏アドバイス活性化
組合

組合員の事業承継と人材不足の解消

　日本の中小企業が減少し続けている。ちなみに、総
務省の経済センサスによれば、2009〜14年の５年間で
１〜299人の中小企業の場合、全国で－6.0％、滋賀
県で－3.4％、減少した。逆に、300人以上の事業所
は、全国で2.7％、滋賀県で3.4％、増加したのである。
つまり、全国的にも滋賀県でも、中小企業は減少し、
大企業が増加しているのである。
　このように中小企業が減少している背景には、中小
企業の場合、経営不振よりも事業継承難に伴う廃業
が多いという実態がある。ちなみに『2017年版　中小
企業白書』によると、中小企業が廃業を考えている最
大の理由が「後継者を確保できない（中規模法人の
33.3％、小規模法人の49.3％、個人事業者の53.4％）」
なのである。さらに、同白書によると、中小企業の人
材の過不足状況は、中核人材で48.2％、労働人材で
52.6％と、約半数の中小企業が人材不足に陥っている。
　従って、中小企業組合は、組合員の事業承継と人
材不足の解決に資する組合事業を新たに創造し、展
開していく必要に迫られているのである。
　まず、組合員の事業承継に資する組合事業の軸と
なる活動は、今後も組合青年部による取組が基本と
なろう。例えば、Ｐ協同組合（奈良県）では、2011
年に中小企業組合等活路開拓事業を実施し、組合員
向けの「事業承継ロードマップ」を整備した。これと
並行して、組合青年部のメンバーが中心となって結成
した「後継経営者研究会」を通じた若手経営者や次
期後継者による事業承継に関する自主学習を開始した。
特に、この青年部による研究会に対して同組合は、12
年度に経営者としての心構えから、計数管理能力の育
成と経営革新計画の策定に至るまでを学ぶ「後継経
営者養成講座」を開催することで、組合員の事業承
継が円滑、かつ早期に実現するよう促したのである。
　一方、組合員間、あるいは組合員と開業希望者と
の間における事業譲渡と事業引受を通じた事業承継
も、実践されるようになってきた。例えば、Ｋ協同組
合（京都府）は、Ｋ商業組合とＫ消防設備協会と連
携し、2013年に団体間で連絡協議会を結成した。こ
の協議会を通じて16年には、両組合の全組合員に「事
業継業パンフレット」を配布し、経営者の高齢化によ
る廃業予定の組合員と起業希望の組合員をマッチング
させ、廃業予定者から起業希望者へ事業譲渡するこ
とで事業承継を実現していくセンターを整備した。こ
のセンター立ち上げ直後から、Ｋ協同組合で19店、Ｋ
商業組合で５店の登録があったのである。
　次に、人材不足の解決に資する組合事業として、
長年、中小企業組合は共同求人と教育事業を手がけ
てきた。これらの事業は、今後も人材不足の解決策

の軸であることに変わりはない。中でも、組合が立地
する地域の学校への出前授業（講師派遣）やインター
ンシップの受け入れなどの事業は、その取組やすさと
地域貢献の意味も加わって、全国で多くの組合が取り
組んでいる。さらに、即効性があることから、外国人
技能実習生受入事業を目的とする組合の設立も多い。
しかし、改めて組合員の従業員の働きやすさや暮らし
の豊かさの観点から、新たな福利厚生事業を展開して
いくことも、必要不可欠といえる。
　例えば、Ｓ工業団地協同組合（新潟県）では、勤
務先付近の保育所があれば、出産休暇後に離職せず
とも勤務を継続できることから、共同保育事業の必要
性を認識していた。同組合では、企業主導型保育事
業の検討委員会を設置し、組合員に対して保育ニー
ズを調査したところ、組合員の従業員の保育ニーズが
高く、半数を超える組合員から保育所利用の意向が
示された。これを受けて、団地内に保育園を2018年３
月に開園した。園児数7名でスタートしたが、19年10
月までに定員の19名に拡充する予定で、すでに組合員
企業へ３名が子供を保育園に預けることができること
を理由に入社した。ちなみに、協同組合Yセンター（秋
田県）も保育園を2018年３月に開園している。
　この団地内に保育所を設置する共同保育事業は、
深刻な人材不足の中、今後も拡大していくであろう。
この事例は子育て世帯にマッチした事業で、幼児を対
象とした保育に特化しているが、児童向け学童保育に
まで拡大すること（石川県の加賀屋は既に実施）も、
組合員が特定地域に比較的集中して立地している場
合は可能となるであろう。
　以上のように、組合員の事業承継に資する組合事
業は、組合員向けの人材育成事業の中での後継者育
成のみではない。事業譲渡と事業引受といったＭ&Ａ
に近い事業の引き継ぎも、中小企業組合の事業となる
のである。一方、人材不足の解決に資する組合事業も、
採用と教育といった視点に加え、働きやすさや暮らし
の豊かさといった新しい視点で福利厚生事業を想像し
ていくことが求められているのである。
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